
１．件 名：日本原子力研究開発機構大洗研究所材料試験炉（JMTR）の性能維持施設  

（タンクヤード内機器）の一部改造に関する廃止措置計画変更認可申請に

ついての行政相談（回答） 

２．日 時：令和５年５月１２日（金） １１時２７分～１１時３０分 

３．場 所：原子力規制庁 １０階会議卓Ａ（ＴＶ会議により実施） 

４．出席者 

 （１）原子力規制庁 原子力規制部 研究炉等審査部門 

島村主任安全審査官、中澤安全審査官 

 （２）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

     大洗研究所 材料試験炉部 廃止措置推進課 課長 他３名 

     大洗研究所 燃料材料開発部 燃料試験課 マネージャー 他１名 

   安全・核セキュリティ統括本部 安全管理部 施設保安管理課  

主査 他１名 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

６．配付資料 

なし 

  



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:03 規制庁中澤です。それではこれより、4 月 20 日に行政相談をいただきま

した。ＪＭＴＲタンクヤード内機器の一部改造に関する廃止措置計画変

更認可申請。 

0:00:18 の要否について、検討結果の方、お伝えさせていただきます。まず結論

から申し上げますと、 

0:00:29 今回相談いただいた内容については、原子炉等規制法第 43 条の 3 の 2

第 3 項において準用する同法第 12 条の 6 第 3 項、 

0:00:41 に基づきまして、廃止措置計画の変更認可申請が必要です。 

0:00:49 申請にあたりましては 4 月の行政相談の資料にも、添付いただいており

ますけれども、 

0:00:56 廃止措置段階の試験研究用等原子炉施設における設備の設置、改造と

の、こういう改造等の工事に係る協議会の考え方、 

0:01:07 にも書いてある通りですね、当該工事に着手する前に、その工事の具体

的事項、施工認で必要とされる事項と同等の内容、 

0:01:21 についてですね、技術基準、技術基準規則への適合性を廃止措置計画に

定めて 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:01:34 認可を受けることが必要となりますので、その点留意いただければと思

います。回答の方は以上になります。 

0:01:43 何かご質問等ございますでしょうか。 

0:01:52 はい。ありがとうございます。ご説明いただいた内容につきまして特に

ご質問等ございません。 

0:02:02 はい。ありがとうございます。 

0:02:10 それではこれで確認、行政相談の結果をお伝えさせていただきましたの

で、本日のメンバーの方を終了させていただきたいと思います。ありが

とうございました。 

0:02:25 ありがとうございました。 

 
 
 


